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コ
ウ

七
檀
・
横
八
五
樫
は
室
町
中
期
の
作
と
認
め
ら
れ
て

ゐ
る
。コ

ウ
ξ
ヨ
ウ
タ
光
明
寺
金
縛
酋
淘
川
町
に
在

っ
て
、
由
民
宗
商
涯
に
屈
す
る
。

コ
ウ
ミ
ヨ
ウ
ジ
光
明
寺
能
奨
郡
架
生
に
在
っ

て
、
国
民
宗
束
振
に
臨
す
る
。
も
と
道
場
で
あ
っ
た
が
、

明
治
十
ご
年
流
用
寺
鋭
公
務
の
許
可
を
得
た
。

ヨ
ウ

εヨ
ウ
ジ
光
明
寺
河
北
郡
余
地
に
在
っ

て
、
長
宗
東
一
献
に
麗
す
る
。
明
治
十
一
年
寺
畿
の
公

稗
を
許
さ
れ
た
。

ヨ
ウ
ξ
ヨ
ウ
タ
光
明
寺
鳳
荒
郡
河
内
ハ
今
北

河
内
〉
に
在
っ
て
‘
提
宗
東
援
に
鹿
す
る
。

コ
ウ
さ
ヨ
ウ
ジ
.
光
明
寺
鳳
荒
郡
武
述
に
在
っ

て
、
提
宗
東
援
に
臨
す
る
0

2
ウ
ミ
ヨ
ウ
ジ
ザ
プ
ロ
ウ
光
明
寺
三
郎
石
川

郡
中
興
一
分
地
顕
で
あ
っ
た

o
E申
ご
年
四
周
回
目

白
山
富
の
臨
時
祭
融
に
競
馬
を
行
う
た
時
、
金
銀
宮

が
放
隙
を
申
-R
て
た
に
よ
り
、
翌
日
金
鍾
宮
へ
押
寄

せ
、
多
数
を
殺
害
し
た
申
に
、
=
一
郎
も
亦
命
を
失
号

た。
ゴ
ウ
モ
ン

拷
問

コ
ウ
モ
ン
バ
シ
黄
門
橋
石
川
郡
下
菅
野
と
能

美
郡
鍍
清
水
と
の
聞
の
手
取
川
に
架
け
ら
れ
る
。
雨

倖
甚
だ
し
く
狭
ま
っ
て
峡
流
を
な
し
、
橋
の
長
さ
は

ご
買
.
米
で
あ
る
が
、
橋
よ
b
水
面
ま
で
ニ
七
米
あ

る
。
一
に
高
門
橋
と
も
醤
〈
。
北
闘
巡
杖
記
に
、
『
鶴
ヶ

橋
は
深
淵
に
か
け
わ
た
し
て
、
さ
な
が
ら
墨
に
衝
け

る
唐
梼
の
ご
と
し
。
橋
上
よ
り
三
升
の
水
を
栂
の
ロ

ヨ
ポ

よ
b
殺
す
に
、
い
ま
だ
そ
の
牢
に
い
た
ら
ず
と
い
へ

り
。
』
と
あ
る
は
、
こ
の
橋
の
こ
と
で
あ
ら
う
。
し
か

し
菅
野
十
景
の
一
に
撤
へ
ら
れ
る
高
門
橋
は
上
吉
野

に
あ
っ
た
と
い
ひ
、
貨
永
誌
に
一
撲
取
合
の
時
焼
失

し
て
、
そ
の
橋
杭
の
み
を
残
す
と
あ
る
か
ら
、
今
の

J
サ
イ
パ

y

裁
判
。

下
吉
野
の
も
の
と
位
置
が
異
な
る
の
で
あ
ら
う
。
提
出
京
商
援
に
毘
す
る
。
も
と
道
場
で
あ
っ
た
が
、
明

ヨ
ウ
ユ
ウ
ル
イ
へ
ン
好
諭
類
舗
前

m綱
紀
が
一
治
十
二
年
流
用
寺
披
公
講
の
許
可
会
得
た
。

疑
義
を
製
士
等
に
質
し
て
得
た
答
欝
そ
牧
録
し
た
も
一
コ
ウ
ヲ
タ
ジ
光
禦
寺
河
北
郡
吉
武
に
在
っ
て
、

の
で
、
そ
の
件
数
四
千
七
百
に
上
・
り
、
今
之
を
二
十
一
回
拠
出
京
東
一
政
に
毘
す
る
。

加

に

縞

し

て

あ

る

。

一

コ

ウ

ラ

タ

ジ

光

禦

寺

臨

南

側

柑

前

彼

に

在

っ

て

、

コ
ウ
ヨ
ウ
グ
ン
カ
ン
ホ
ン
マ
ツ
ツ
ウ
カ
イ
甲
陽
一
員
宗
東
涯
に
臨
す
る
。

軍
鑑
本
末
温
解
十
八
加
。
有
期
永
点
者
。
叩
鴎
軍
一
コ
ウ
ヲ
タ
ジ
光
祭
寺
珠
洲
榔
本
に
在
っ
て
、

般
の
静
詮
で
、
甲
州
統
の
兵
法
脅
詳
し
〈
註
解
し
て
一
鑓
宗
東
振
に
関
す
る
o
-

あ
る

o
E徳
ご
年
室
鳩
巣
の
序
が
附
い
て
ゐ
る
。
一
コ
ウ
リ
ュ
ウ
イ
ン
香
隆
院
加
賀
務
全
第
十
一

コ
ウ
ヨ
ウ
-
-
ン
公
用
人
加
賀
滞
米
に
於
い
て
一
代
前
附
治
怖
の
子
総
次
郎
利
命
の
法
焼
。
詳
し
〈
は

は
悶
番
の
こ
と
を
民
公
用
人
と
稽
し
た
。
幕
府
及
び
諸
一
番
除
院
梅
胤
聡
閥
抗
大
時
士
。

務
の
賓
と
交
渉
し
て
、
時
砲
の
録
制
や
.
把
併
せ
ん
と
一
コ
ウ
"
フ
ユ
ウ
コ
ウ
興
隆
構
内
山
本
宮
に
あ
つ

す

る

外

交

更

で

あ

る

。

一

た

講

衆

の

名

様

。

白

山

宮

燕

般

都

中

記

録

概

隙

二

年

ヨ
ウ
ラ
小
浦

4
ヲ
ウ
ラ
小
浦
(
羽
咋
v
o

一
六
月
十
抗
日
の
僚
に
見
え
る
。

コ
ウ
ラ
小
浦
鹿
島
郡
能
智
.
島
に
小
・
捕
村
が
あ
一
ゴ
ウ
リ
ヨ
タ
マ
イ
合
力
米
加
賀
滞
に
は
純
然

っ
た
と
い
ふ
が
今
存
せ
ぬ
。
能
脅
名
跡
志
に
、
『
小
裕
一
た
る
院
闘
に
あ
ら
ざ
る
も
の
、
例
へ
ば
客
分
の
如
き

村
と
云
ひ
て
、
野
崎
と
畏
・
捕
と
の
聞
に
あ
り
し
也
。
一
者
脅
俊
迦
す
る
鎚
に
A
H
力
米
や
.
給
す
る
こ
と
が
あ
っ

此
村
年
賀
来
滋
し
て
、
一
村
舟
に
莱
り
、
行
方
な
〈
一
た
o
A
H
力
米
の
敏
蹴
は
.
有
数
ゃ
.
以
て
訴
し
、
現
米
を

退
縛
せ
し
也
。
越
後
閥
へ
渡
り
、
今
も
小
捕
と
云
ひ
一
以
て
支
給
す
る
。
叉
務
外
の
用
建
町
人
等
に
、
年
々

て
鹿
焼
あ
る
と
云
へ
り
。
』
と
見
え
る
0

.

一
若
干
の
技
持
米
脅
給
し
、
之
宇
一
合
力
と
縛
す
る
こ
と

コ
ウ
ラ
小
満

J
ヲ
ウ
ラ
小
浦
ハ
珠
洲
〉
。
一
も
あ
っ
た
。
他
閥
合
力
扶
持
と
普
か
れ
て
ゐ
る
の
は

コ
ウ
ラ
イ
タ
マ
高
麗
島
珠
洲
郡
オ
.
壁
の
海
上
一
是
で
あ
る
。
大
明
寺
務
で
は
側
室
な
ど
に
合
力
米
を

に
在
る
。
文
化
十
四
年
郡
方
番
上
に
、
『
高
鹿
島
と
巾
一
奥
へ
て
ゐ
た
。

は
立
壁
材
領
出
崎
に
有
之
0
』

と

あ

る

。

一

コ

ウ

リ

ン

イ

ン

奥

臨

院

京

都

紫

野

大

徳

寺

の

ヨ
ウ
ラ
イ
マ
ゴ
ザ
プ
ロ
ウ
高
麗
隷
=
一
郎
祖
先
一
培
顕
で
、
白
山
義
総
が
創
建
し
た
。
前
倒
利
家
は
天

係
三
郎
は
朝
鮮
人
で
、
金
子
高
右
衛
門
と
共
に
捕
虜
一

E
十
三
年
七
月
什
四
日
之
脅
そ
の
究
休
獄
道
機
の
位

と
し
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
子
孫
三
郎
は
十
一
一
牌
腕
と
し
て
、
臨
南
郡
諸
問
村
の
地
百
石
脅
寄
滋
し

人
技
持
を
受
け
て
御
細
工
人
鵡
と
な
っ
た
が
、
寛
文
一
た
が
、
後
に
召
上
げ
ら
れ
た
。

十
一
年
務
侯
の
曇
勤
に
随
行
し
、
江
戸
で
病
死
し
一
コ
ウ
リ
ン
ジ
光
林
寺
能
美
郡
串
茶
屋
に
在
っ

た
。
後
代
の
採
三
郎
に
烹
っ
て
町
人
と
な
り
、
鐙
針
一
て
、
健
宗
東
涯
に
画
す
る
。

細
工
を
な
し
、
叉
武
具
・
馬
共
全
部
担
。
、
家
名
金
高
一
コ
ウ
リ
ン
ジ
光
磁
寺
臨
南
部
錨
地
に
在
っ
て
、

麗

屋

と

稽

し

た

。

一

奨

宗

東

振

に

回

す

る

。

も

と

河

北

郡

木

越

に

草

創

せ

コ
ウ
ラ
タ
ジ
光
禦
寺
江
泊
郡
山
代
に
在
っ
て
二
ら
ふ
れ
.
米
徳
寺
・
光
専
寺
と
共
に
木
越
三
光
と
言
は

!

?

!

J

l

 

二
九
八

れ
た
が
、
天

E
八
年
佐
久
間
蛾
政
に
攻
め
ら
れ
て
、

今
の
地
に
遮
れ
来
っ
た
と
い
ふ
。

コ
ウ
9
ン
ジ
光
疎
寺
臨
京
都
波
志
併
に
在
っ

て
、
提
出
京
商
涯
に
毘
す
る
。

コ
ウ
日
ン
ジ
高
林
寺
珠
洲
郡
飯
聞
に
在
っ
て
、

長
宗
東
波
に
題
す
る
。

コ
ウ
日
ン
ジ
香
林
寺
金
様
泉
寺
町
に
在
っ
て
、

跡
勝
山
と
披
し
、
野
洞
宗
に
臆
す
る
。
貞
享
ご
年
の

南
東
容
に
、
慶
安
四
年
長
岩
和
向
開
基

o
m那
青
木

武
兵
衛
が
前
閃
利
常
に
秘
う
て
寺
地
を
拝
領
し
た
。

後
青
木
中
.
計
は
侯
の
恩
を
謝
す
る
露
、
笛
寺
に
そ
の

御
影
堂
を
興
し
た
と
あ
る
。

コ
ウ
日
ン
ポ
ウ
ウ
ヂ
香
林
坊
氏
先
澗
向
問
兵

衛
は
石
川
郡
食
谷
に
浪
人
し
て
民
た
が
、
前

m利
家

金
持
入
城
の
頃
町
人
と
な
っ
た
。
そ
こ
へ
叡
山
の
併

で
あ
っ
た
香
林
坊
と
い
ふ
者
が
還
俗
し
て
入
構
し

た
。
呑
林
坊
は
同
薬
の
秘
法
を
知
っ
て
ゐ
た
の
で
、

之
脅
調
合
し
て
利
家
に
差
上
げ
た
録
、
扶
持
を
賜
は

ら
う
と
し
た
が
僻
返
し
、
元
和
ご
年
病
夜
し
た
。
こ

の
時
か
ら
香
林
坊
が
家
名
と
な
り
、
次
代
香
林
坊
喜

兵
衛
は
町
年
寄
を
勤
め
、
延
貧
困
年
之
を
辞
し
て
六

年
残
し
た
。
三
代
香
林
坊
喜
兵
衛
は
涯
賃
七
年
か
ら

銀
座
役
を
命
ぜ
ら
れ
、
毎
年
銀
三
賀
聞
を
賜
は
り
、

ご
十
一
一
+
年
勤
続
し
て
元
隊
十
三
年
病
死

L
、
其
の

子
喜
平
次
が
後
を
受
け
た
。
し
か
し
、
番
林
坊
の
各

都
の
起
源
に
就
い
て
は
別
に
異
議
が
あ
る

o
l
コ
ウ

p
y
ポ
ウ
バ

Y

呑
林
妨
橋
。

ヨ
ウ
9
ン
ポ
ウ
パ
シ
香
林
坊
橋
金
滞
片
町
と

石
浦
町
と
の
間
に
あ
る
。
楠
接
の
小
橋
夫
前
記
に
い

ふ
。
今
の
香
林
坊
橋
を
小
織
一
名
遣
安
橋
と
慨
し

た
。
昔
は
犀
川
ご
涯
に
琉
れ
て
、
本
流
に
架
し
た
の

を
大
橋
と
い
ひ
、
支
械
に
懸
け
た
も
の
を
小
橋
と
い

う
て
ゐ
た
が
、
寛
永
八
年
の
火
災
以
後
市
鼠
を
改
め


